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平成２７年度小城市保育料 

（利用者負担）について 
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保育料は、所得に応じて国の基準を上限に市町村が定めるこ

とになっており、小城市では軽減措置を取り入れています。 

 

  

新制度における国の保育料（利用者負担）のイメージ 

 

○施設をきょうだいで利用する場合は、最年長の子どもから順に

２人目は半額、３人目以降は無料。 

幼稚園では、年少から小学校 3年までの範囲内に子どもが 2人以上いる場合、最年長の子

どもを第 1子、その下の子を第 2子とカウントします。第 1子は全額負担、第 2子は半額、

第 3子は無料となります。 

保育園では、小学校就学前の範囲内に子どもが 2 人以上いる場合、最年長の子どもを第 1

子、その下の子を第 2 子とカウントします。第 1子は全額負担、第 2子は半額、第 3子は無

料となります。 

 

○保育認定の保育料は保育標準時間（11 時間）と保育短時間（８

時間）の２つの区分に分かれる。 

 

○毎年９月が保育料の切り替え時期となる。 

4 月～8月までの期間は前年度の市町村民税額に基づく保育料、9月～3月までの期間は当

年度の市町村民税額に基づく保育料となります。 
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公立
私立

（県内平均）

保育料（月額） 10,000 21,064

入園料（入学金） 5,000 23,428

※私立は平成25年度調査
※保育料に給食費は含まない

区　分

金　額
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公立 私立

Ａ 　生活保護世帯 0 0

　市町村民税非課税世帯 3,000 3,000

　（母子・父子世帯等） (0) (0)

　市町村民税所得割課税額
　77,100円以下

6,000 14,800

　（母子・父子世帯等） (5,000) (13,800)

Ｄ１ 　211,200円以下 8,000 19,200

Ｄ２ 　211,201円以上 10,000 24,500

１号認定（月額）
入所児童の属する世帯の

階層区分
階 層

Ｂ

Ｃ
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階層 3歳未満児 3歳児 4歳以上児

Ａ 0 0 0

9,000 6,000 6,000

(0) (0) (0)

19,500 16,500 16,500

(18,500) (15,500) (15,500)

Ｄ１ 25,000 21,000 20,500

Ｄ２ 30,000 25,000 24,000

Ｄ３ 40,000 29,000 25,500

Ｄ４ 44,500 31,000 25,800

Ｄ５ 51,000 32,000 26,000

Ｄ６ 62,000 34,000 28,000

Ｄ７ 73,000

入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額）

定　　　義

生活保護法による被保護世帯

Ｂ
平成25年中
の収入に対
する所得税
が非課税の
世帯

Ｃ

　71,500円未満

　20,000円未満

　40,000円未満

　103,000円未満

　734,000円未満

　413,000円未満

平成25年中
の収入に対
する所得税
が課税され
ている世帯

　734,000円以上

平成25年度市町村民税
が非課税の世帯
（母子・父子世帯等）

平成25年度市町村民税
が課税されている世帯
（母子・父子世帯等）
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３歳未満
標準時間

３歳未満
短時間

３ 歳 児
標準時間

３ 歳 児
短時間

４歳以上
標準時間

４歳以上
短時間

Ａ 　生活保護世帯 0 0 0 0 0 0

　市町村民税非課税世帯 9,000 9,000 6,000 6,000 6,000 6,000

　（母子・父子世帯等） (0) (0) (0) (0) (0) (0)

　市町村民税所得割課税額
　48,600円未満

19,500 19,300 16,500 16,300 16,500 16,300

　（母子・父子世帯等） (18,500) (18,300) (15,500) (15,300) (15,500) (15,300)

Ｄ１ 　72,800円未満 25,000 24,600 21,000 20,600 20,500 20,100

Ｄ２ 　97,000円未満 30,000 29,600 25,000 24,600 24,000 23,600

Ｄ３ 　133,000円未満 40,000 39,400 29,000 28,500 25,500 25,100

Ｄ４ 　169,000円未満 44,500 43,800 31,000 30,500 25,800 25,400

Ｄ５ 　301,000円未満 51,000 50,200 32,000 31,500 26,000 25,500

Ｄ６ 　397,000円未満 62,000 61,000 34,000 33,400 28,000 27,500

Ｄ７ 　397,000円以上 73,000 71,800

※保育認定の保育料は保育標準時間（11時間）と保育短時間（８時間）の２つの区分に分かれる。

３号認定（月額） ２号認定（月額）

Ｂ

Ｃ

階 層
入所児童の属する世帯の

階層区分


